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プライム市場の上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況（変更）及び 

スタンダード市場への選択申請及び適合状況について 

 

 当社は、2021年12月21日に「上場維持基準への適合に向けた計画書」を提出し、その内容について開

示しております。今般、2023年３月31日時点におけるプライム市場の上場維持基準への適合状況及び適

合に向けた計画の進捗状況等について、下記のとおりお知らせいたします。 

また、直近でのプライム市場の上場維持基準への適合状況を踏まえ、2023年４月１日施行の株式会社

東京証券取引所の規則改正に伴い、スタンダード市場への上場の再選択の機会が得られたことから、本

日開催の取締役会においてスタンダード市場への選択申請することを決議するとともに、申請いたしま

した。なお、スタンダード市場への選択理由及びスタンダード市場の上場維持基準への適合状況につい

ても下記のとおりです。 

 

記 

 

１． プライム市場の上場維持基準への適合状況の推移及び計画期間 

 当社の2023年３月31日時点におけるプライム市場への上場維持基準の適合状況について、その推移を

含め、下表のとおりとなっております。「流通株式時価総額」については現時点で基準を充たしており

ません。2027年３月末までに上場維持基準を充たすために各種取組を進めてまいりました。 

 
株主数 

（人） 

流通株式数 

(単位） 

流通株式 

時価総額 

(億円) 

流通株式 

比率(%) 

１日平均 

売買代金 

(億円) 

当社の適合状況

及びその推移 

2021年６月末時点

（移行基準日） 
7,028 73,113 32.2 53.0 0.8 

2023年３月末時点

（直近基準日） 
6,945 70,197 23.2 50.9 0.4 

プライム市場上場維持基準 800 20,000 100 35.0 0.2 

計画期間 ― ― 
2027年３月

末 
― ― 

 ※当社の適合状況は、東証が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等をもとに算出を行

ったものです。 

 ※2023年３月末時点の「１日平均売買代金」については、2022年１月から12月までの平均として東京

証券取引所が算出した数値となります。 



２．プライム市場の上場維持基準への適合に向けた取組の実施状況及び評価 

 当社は、基準を充たしていない「流通株式時価総額」を向上させるため、2023年３月期～2025年３月

期を「業績回復期」、2025年3月期～2027年3月期を「再拡大期」と位置づけ、「業績回復期」の初年度

である2023年3月期は、「上場維持基準への適合に向けた計画書」に記載の「一株当たり当期純利益の拡

大」を図るべく各種取組を実施し企業価値向上に努めてまいりました。 

新型コロナウイルス感染症拡大による影響の長期化に備え、削減した固定費水準を維持しつつ、効率

を重視したコストコントロールを実施いたしました。また、本社を移転しさらなる固定費の削減に取り

組むとともに、収益性の低い店舗の退店を判断いたしました。 

「アニクリＷＥＢ出欠返信」「アニクリＷＥＢご祝儀」などを始めとしたウエディング・テックサー

ビスを推進いたしました。 

新型コロナウイルス感染症の影響は残るものの、政府・自治体からの制限要請（酒類提供の禁止、収

容人数制限等）の無い基本的な感染防止対策を継続した状況で挙式・披露宴を実施した結果、新型コロ

ナウイルス感染症拡大前の水準には至らなかったものの、前年同期比で増収となり、通期で各段階利益

の黒字化を達成いたしました。 

2023年３月31日の基準日時点において「流通株式時価総額」がプライム市場の上場維持基準を充足す

るには至りませんでしたが、「流通株式時価総額」を向上させるべく各種取組を実施してまいります。 

 

３．スタンダード市場の選択理由 

 当社は、プライム市場上場維持基準の緩和経過措置の終了時期が明確化されたことを受け、慎重に検

討を重ねてまいりました。「１．プライム市場の上場維持基準への適合状況の推移及び計画期間」「２．

プライム市場の上場維持基準への適合に向けた取組の実施状況及び評価」の状況を踏まえ、プライム市

場への上場を維持した場合に起こり得る経過措置終了後の管理・整理銘柄指定及び上場廃止リスクを回

避し、株主のみなさまが安心して当社株式を保有・売買いただける環境を確保することが適切であると

判断いたしました。 

 

４．スタンダード市場の上場維持基準への適合状況 

 当社は、2023年３月31日時点におけるプライム市場の上場維持基準に適合していない「流通株式時価

総額」を含め、スタンダード市場の上場維持基準について、下表のとおりその全てを充足しております。 

 
株主数

（人） 

流通株式数 

(単位） 

流通株式 

時価総額 

(億円) 

流通株式 

比率(%) 

月平均 

売買高 

(単位) 

純資産の額

（億円） 

2023年３月末時点 

（直近基準日） 
6,945 70,197 23.2 50.9 17,669 58.7 

スタンダード市場 

上場維持基準 
400 2,000 10 25.0 10 正 

当社の適合状況 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

 ※2023年３月末の「月平均売買高」については、直近半期（2022年10月～2023年３月）の売買高合計

を６（か月）で除して月平均として当社にて試算したものです。 

 

 

 



 当社は、スタンダード市場への上場の選択申請時点で、同市場すべての上場維持基準に適合している

状況にあることから、今後、上場維持基準の各項目の判定基準日時点において、同市場の上場基準のい

ずれかに適合しない状況とならない場合、「（スタンダード市場の）上場維持基準への適合に向けた計

画」の開示の必要はありません。 

当社といたしましては、スタンダード市場へ移行後も、プライム市場の上場維持基準への適合のため

の計画としておりました企業価値向上のための各種取組を推進し、当社株式の流通性向上についても継

続して取り組んでまいります。 

 

以 上 

 


